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第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条  この法人規程は、国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１６

年法人規則第１号）第３５条第１項並びに国立大学法人筑波大学利益相反規則（平成１７年法

人規則第５０号。以下「利益相反規則」という。）第４条第１項及び国立大学法人筑波大学安全

保障輸出管理規則（平成２７年法人規則第２７号。以下「輸出管理規則」という。）第４条第１

項に規定する特別な組織として、研究を担当する副学長の下に設置する利益相反・輸出管理マ

ネジメント室（以下「マネジメント室」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（マネジメント室の業務） 

第２条  マネジメント室は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 利益相反及び輸出管理に関する企画、調査研究、運営、普及その他の業務 

(2) 利益相反規則第５条第１項に規定する利益相反委員会（以下「委員会」という。）に関す

る業務 

(3) 利益相反規則第６条第１項に規定する利益相反アドバイザリーボード（以下「アドバイザ

リーボード」という。）に関する業務 

 

第２章 マネジメント室長等 

 

（マネジメント室長） 

第３条 マネジメント室にマネジメント室長（以下「室長」という。）を置き、学長が任命する。 

２ 室長は、教授又は准教授をもって充てる。ただし、学長が必要と認める場合には、利益相反

又は輸出管理について専門知識を有する職員を置くことができる。 



３ 室長の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、発令の日の属する年度の翌年度の末日

とする。 

４ 前項本文の規定にかかわらず、任期中に欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間と

する。 

５ 室長は、再任されることができる。 

６ 室長は、マネジメント室の業務を総括する。 

 

（利益相反アドバイザー） 

第４条 利益相反規則第７条第１項に規定する利益相反アドバイザーは、利益相反に関する学識

経験を有する大学教員のうちから、学長が指名する。 

２ 利益相反アドバイザーの任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、発令の日の属する年

度の翌年度の末日とする。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、任期中に欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 利益相反アドバイザーは、再任されることができる。 

 

（安全保障輸出管理マネージャー） 

第５条 マネジメント室に安全保障輸出管理マネージャー（以下｢輸出管理マネージャー｣とい

う。）を置くことができる。 

２ 輸出管理マネージャーは、輸出管理に関する企画、運営、支援、普及等の業務に従事する。 

 

   第３章 委員会 

 

（任務） 

第６条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 利益相反に関する基本方針（利益相反の定義、対象者、マネジメント・システム等）に関

する事項 

(2) 利益相反に関する規則等の制定又は改廃に関する事項 

(3) 利益相反に対する対応策（利益相反に該当しないが、法人以外の者から利益相反と認識さ

れ、又は認識されるおそれがある状況に係る対応策を含む。）に関する事項 

(4) 利益相反に関する学内啓発活動に関する事項 

(5) その他利益相反に関し必要と認められる事項 

 

（組織） 

第７条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

(1) 研究を担当する副学長 

(2) 人事を担当する副学長 

(3) 室長 

(4) 国際産学連携本部本部審議役 

(5) 総務部長 

(6) 研究推進部長 

(7) 産学連携部長 

(8) 病院総務部長 



(9) 利益相反規則第７条第１項に規定する利益相反アドバイザー 

(10) その他学長が指名する者 若干人 

 

（委員長等） 

第８条 委員会に委員長を置き、前条第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員会に副委員長を置き、前条第２号の委員をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を主宰する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（任期） 

第９条 第７条第１０号の委員の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、委員となる日の

属する年度の翌年度の末日とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前２項の委員は、再任されることができる。 

 

   第４章 アドバイザリーボード 

 

（任務） 

第１０条 アドバイザリーボードは、委員会の委員長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議する。 

(1) 異議申立てに関する事項 

(2) その他個別案件に関する事項 

２ アドバイザリーボードは、前項に定めるもののほか、次条第３項に規定する議長が必要と認

めるときは、利益相反に関する事項について審議することができる。 

３ 次条第３項の議長は、アドバイザリーボードの審議の結果を総括し、委員会の委員長へ答申

し、又は建議する。 

 

（組織） 

第１１条 アドバイザリーボードの委員は、利益相反に関する学識経験を有する外部の有識者の

うちから、学長が若干人を委嘱する。 

２ 委員の委嘱の任期は、３年以内とし、学長がその都度定めるものとする。ただし、更新を妨

げない。 

３ アドバイザリーボードの議長は、委員の互選により選出する。 

 

   第５章  雑則 

 

（特定の事項を担当する者） 

第１２条 マネジメント室に、業務の遂行上特に必要がある場合には、特定の事項を担当する者

を置くことが出来る。 

２ 前項の特定の事項を担当する者は、研究を担当する副学長がマネジメント室長の意見を聴い

て指名する。 

 

 （委任） 

第１３条 この法人規程に定めるもののほか、マネジメント室の業務の実施に関し必要な事項は、



別に定める。 

 

附 則 

 この法人規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２７．４．２３法人規程４１号） 

この法人規程は、平成２７年５月１日から施行する。 

 

   附 則（平２８．２．１８法人規程１４号） 

１ この法人規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後のこの法人規程第１１条第２項の規定に関わらず、平成２９年３月末で終了するアド

バイザリーボードの委員の任期は、なお従前の例による。 

 

   附 則（平２９．５．２５法人規程４０号） 

 この法人規程は、平成２９年５月２５日から施行する。 

 

   附 則（令５．１２．２８法人規程４９号） 

 この法人規程は、令和６年４月１日から施行する。 


